
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒・保護者の皆様へ 

私立高等学校等の教育費負担を軽減する制度があります。返済は不要です。 
※授業料の支援制度は，保護者へ支給するものではなく，学校が受け取り，授業料から差し引きます。 

就学支援金 （国の制度）  ※授業料の支援 

授業料等軽減補助金 （広島県の制度） ※3 

奨学のための給付金 （広島県の制度） 

教科書費，学用品費等の授業料以外の教育費を軽減する制度です。保護者等に対して支給します。 

対象者 
①又は②に該当する者（保護者等が広島県内に在住し，かつ，生徒が就学支援金の受給対象者の場合に限る。）  
①生活保護（生業扶助 ※7）受給世帯 
②非課税世帯（道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額が０円） 

給付額 

世帯区分 学科 世帯構成 給付額（年額） 

①生業扶助受給世帯 ― ― 52,600円 

②非課税世帯 

通 信 制
以外 

対象生徒以外に，15歳以上（中学生を除く）23歳
未満の扶養されている兄姉がいる場合など 

152,000円 

その他 137,600円 

通信制 ― 52,100円 

 ※7 生活保護制度の一つで，高校就学費用など就労に必要な技能の修得に要する費用に給付されるものです。 

授業料 

授業料以外 

広島県からの 

お知らせ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各制度による助成額 
（私立高等学校（全日制）の場合） 

※1 入学時納入金：入学金及び入学手続金が助成対象 
   授業料等  ：授業料及び施設整備費・実習費など実質的に授業料に相当する費用が助成対象 

         （月額５万円を上限とします。） 
※2 年収の目安は，保護者のうちどちらか一方が働き，子供が高校生1人（16歳以上），中学生1人の4人世帯をモデルとした場合です。 

世帯構成等によって，年収目安と課税額は異なります。 

Q１ 手続きはいつからすれば良いですか。 

A１ 入学が決まってからで大丈夫です。手続きの詳細は私立高等学校等から連絡があります。 

Q２ 広島県内の自宅から，他県の私立高等学校等に通学する予定です。この場合，各制度の適用はどのようになりますか。 

A２  

就学支援金 全国一律の制度であるため，県内の学校に通う場合と同様の支援を受けることができます。 

申請手続は通学先の県で行うことになります。 

授業料等軽減補

助金 

広島県内の学校へ通学する生徒を対象とするため，他県の学校へ通学するときは対象外です。

なお，他県にも同様の制度がある場合があります。 

奨学のための給

付金 

保護者が広島県内に住所があるときは，他県の学校へ通学する場合も適用対象です。申請は広

島県に対して行います。 

 

よくある質問 

 

広島県のホームページをご覧いただくか，進学予定（希望）の学校又は広島県学事課へお問合せください。 

【広島県HPアドレス】 

就学支援金・授業料等軽減  https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/44/jugyouryoukeigen.html 

奨学のための給付金     https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/44/syougakunotamenokyuuhukin.html 

【広島県学事課 お問合せ先】  電話 ０８２－５１３－２７５５ 

  ※ 公立高校等の場合は，広島県教育委員会教育支援推進課へお問合せください。（電話 ０８２－２２２－３０１５） 

制度の詳細について 


